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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水を溶融塩で加熱して蒸気を発生させる蒸気発生器と、
　該蒸気発生器で発生した蒸気を、溶融塩でさらに加熱して過熱蒸気を生成する過熱器と
、
　該過熱器から供給される過熱蒸気で駆動される高圧タービンと、
　該高圧タービンからの中間排出蒸気を、溶融塩で再加熱して再熱蒸気を生成する再熱器
と、
　該再熱器から供給される再熱蒸気で駆動される低圧タービンと、
　該低圧タービンからの排出蒸気を凝縮して前記蒸気発生器に供される水とする復水器と
、
　該溶融塩を貯留する低温蓄熱槽と、
　該低温蓄熱槽から供給される該溶融塩を太陽光によって加熱する加熱部と、
　該溶融塩の少なくとも一部が供給され、これを貯留する高温蓄熱槽と、
　前記低圧タービンに供給される前記再熱蒸気の温度を検出する再熱蒸気温度検出器と、
を有する太陽熱発電装置を制御する、太陽熱発電装置の制御方法であって、
　前記再熱器に供給される前記溶融塩の量Ｍｒを制御する再熱器溶融塩量制御工程を備え
、
　該再熱器溶融塩量制御工程は、所定の割合以下の負荷である低負荷運転のとき、前記再
熱蒸気温度検出器が検出する前記再熱蒸気の温度が４５０℃以下となるように前記溶融塩
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の量Ｍｒを制御することを特徴とする太陽熱発電装置の制御方法。
【請求項２】
　前記所定の割合以下の負荷である低負荷運転が、前記発電装置の許容最低負荷以上であ
ることを特徴とする請求項１に記載の太陽熱発電装置の制御方法。
【請求項３】
　前記再熱器溶融塩量制御工程は、所定の割合以下の負荷である低負荷運転のとき、前記
再熱蒸気温度検出器が検出する前記再熱蒸気の温度が３７０℃以上４３０℃以下となるよ
うに前記溶融塩の量Ｍｒを制御することを特徴とする請求項１または２に記載の太陽熱発
電装置の制御方法。
【請求項４】
　前記溶融塩が硝酸ナトリウムと硝酸カリウムとを含むことを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか一項に記載の太陽熱発電装置の制御方法。
【請求項５】
　前記加熱部がパラボラ・トラフ型であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一
項に記載の太陽熱発電装置の制御方法。
【請求項６】
　水を溶融塩で加熱して蒸気を発生させる蒸気発生器と、
　該蒸気発生器で発生した蒸気を、溶融塩でさらに加熱して過熱蒸気を生成する過熱器と
、
　該過熱器から供給される過熱蒸気で駆動される高圧タービンと、
　該高圧タービンからの中間排出蒸気を、溶融塩で再加熱して再熱蒸気を生成する再熱器
と、
　該再熱器から供給される再熱蒸気で駆動される低圧タービンと、
　該低圧タービンからの排出蒸気を凝縮して前記蒸気発生器に供される水とする復水器と
、
　該溶融塩を貯留する低温蓄熱槽と、
　該低温蓄熱槽から供給される該溶融塩を太陽光によって加熱する加熱部と、
　該溶融塩の少なくとも一部が供給され、これを貯留する高温蓄熱槽と、
　前記低圧タービンに供給される前記再熱蒸気の温度を検出する再熱蒸気温度検出器と、
　前記再熱器に供給される前記溶融塩の量Ｍｒを制御する再熱器溶融塩量制御部と、を備
え、
　該再熱器溶融塩量制御部は、所定の割合以下の負荷である低負荷運転のとき、前記再熱
蒸気温度検出器が検出する前記再熱蒸気の温度が４５０℃以下となるように前記溶融塩の
量Ｍｒを制御することを特徴とする太陽熱発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽熱発電装置およびその制御方法に関する。より具体的には、溶融塩を太
陽熱の蓄熱媒体および蒸気発生用の加熱媒体として用い、生成した蒸気によって発電する
太陽熱発電装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料の枯渇への懸念から、再生可能エネルギーをエネルギー源とする発電に
ついて数多くの研究がなされている。再生可能エネルギーの中でも太陽をエネルギー源と
する太陽光発電および太陽熱発電は既に商用稼働がなされており、今後その利用の拡大が
見込まれる。
【０００３】
　しかしながら、太陽光は雨天・曇天日や夜間には太陽光照射量が必要量に満たず、電力
需要に応じた発電量が得られないという問題があった。また、日中においても一時的に太
陽が雲に遮られることによって太陽光照射量が一定になりづらく、ひいては発電量が一定
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しないという問題があった。
　太陽熱発電ではこれらの問題に対処すべく、太陽光を一旦熱に変換してから発電すると
いう特性を活かし、太陽光照射量が過多のときに熱を貯蓄しておいて、太陽光照射量が不
足したときにその熱を利用可能とする蓄熱システムを導入し、発電量を平滑化している。
【０００４】
　蓄熱媒体に溶融塩を用いる太陽熱発電は、加熱媒体に溶融塩以外のものを用いる方式と
、蓄熱媒体に用いられる溶融塩を循環させて加熱媒体としても用いる方式と、が主流とな
っている。
　前者の太陽熱発電の方式の場合、加熱媒体（溶融塩以外のもの）と蓄熱媒体（溶融塩）
との間に熱交換器を設ける必要があり、後者の太陽熱発電の方式と比較すると装置の構成
が複雑となる。一方、後者の太陽熱発電の方式の場合、加熱媒体としてオイル等を用いた
従来の太陽熱発電と比較して高温の蒸気が得られ、高効率化が達成できると共に、簡易な
構成で太陽熱発電が実現できる。
　ここで例えば特許文献１には、硝酸塩系溶融塩を加熱媒体および蓄熱媒体に用い、高温
で連続運転できる太陽熱発電装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１５－５２０２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、加熱媒体に溶融塩を用いる太陽熱発電では、低負荷運転時には低圧タービン
の排気温度が上昇してしまうという問題がある。この排気温度の上昇は低圧タービンのタ
ービン翼の破損を引き起こすおそれがある。タービン翼の破損を防ぐには発電を停止させ
る方法があるが、発電を停止させると発電効率が著しく低下してしまう。
【０００７】
　ところで、従来において低圧タービンの排気温度を低下させる方法としては、低圧ター
ビンのケーシングに対して水を噴霧して冷却する方法や、供給する溶融塩の温度を低下さ
せることによって供給する蒸気温度を低下させる方法が知られている。
　しかしながら、低圧タービンのケーシングに対して水を噴霧して冷却する方法では、低
圧タービンのタービン翼を直接冷却するものではないため充分な冷却効果が得られない上
、冷却機構を設けるための設備コストを要するという問題がある。また、溶融塩の温度を
低下させる方法では低圧タービンの排気温度は低下するが、高圧タービンに供給される過
熱蒸気の温度も同時に低下するため、発電効率の低下の問題は依然として解決されない。
【０００８】
　本発明はこれらの問題に鑑みて為されたものであって、コストアップを招くことなく低
圧タービンの排気温度の上昇を抑制して耐久性を向上させると共に、高効率な発電が達成
できる太陽熱発電装置の制御方法および太陽熱発電装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る太陽熱発電装置の制御方法は、水を溶融塩で加熱して蒸気を発生させる蒸
気発生器と、該蒸気発生器で発生した蒸気を、溶融塩でさらに加熱して過熱蒸気を生成す
る過熱器と、該過熱器から供給される過熱蒸気で駆動される高圧タービンと、該高圧ター
ビンからの中間排出蒸気を、溶融塩で再加熱して再熱蒸気を生成する再熱器と、該再熱器
から供給される再熱蒸気で駆動される低圧タービンと、該低圧タービンからの排出蒸気を
凝縮して前記蒸気発生器に供される水とする復水器と、前記低圧タービンに供給される前
記再熱蒸気の温度を検出する再熱蒸気温度検出器と、を有する太陽熱発電装置を制御する
、太陽熱発電装置の制御方法であって、前記再熱器に供給される前記溶融塩の量Ｍｒを制
御する再熱器溶融塩量制御工程を備え、該再熱器溶融塩量制御工程は、所定の割合以下の
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負荷である低負荷運転のとき、前記再熱蒸気温度検出器が検出する前記再熱蒸気の温度が
４５０℃以下となるように前記溶融塩の量Ｍｒを制御することを特徴とする。
　また、本発明に係る太陽熱発電装置は、水を溶融塩で加熱して蒸気を発生させる蒸気発
生器と、該蒸気発生器で発生した蒸気を、溶融塩でさらに加熱して過熱蒸気を生成する過
熱器と、該過熱器から供給される過熱蒸気で駆動される高圧タービンと、該高圧タービン
からの中間排出蒸気を、溶融塩で再加熱して再熱蒸気を生成する再熱器と、該再熱器から
供給される再熱蒸気で駆動される低圧タービンと、該低圧タービンからの排出蒸気を凝縮
して前記蒸気発生器に供される水とする復水器と、前記低圧タービンに供給される前記再
熱蒸気の温度を検出する再熱蒸気温度検出器と、前記再熱器に供給される前記溶融塩の量
Ｍｒを制御する再熱器溶融塩量制御部と、を備え、該再熱器溶融塩量制御部は、所定の割
合以下の負荷である低負荷運転のとき、前記再熱蒸気温度検出器が検出する前記再熱蒸気
の温度が４５０℃以下となるように前記溶融塩の量Ｍｒを制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、コストアップを招くことなく低圧タービンの排気温度の上昇を抑制し
て耐久性を向上させると共に、高効率な発電が達成できる太陽熱発電装置の制御方法およ
び太陽熱発電装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る太陽熱発電装置の制御方法の一実施形態に用いられる太陽熱発電装
置の構成を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、本発明に係る太陽熱発電装置の制御方法および太陽熱発電装置について、図面を
参照しながらさらに詳細に説明する。
　尚、以下に述べる実施形態は、本発明の好適な実施形態であるから技術的に好ましい種
々の限定が付されているが、本発明の範囲は以下の説明において本発明を限定する旨の記
載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１３】
　図１は、本発明に係る太陽熱発電装置の制御方法の一実施形態に用いられる太陽熱発電
装置の構成を示す概略構成図である。
　本実施形態における太陽熱発電装置は、いわゆる直接２槽式の太陽熱発電装置であって
、蓄熱媒体および加熱媒体として共通の溶融塩を用いる方式を採用した太陽熱発電装置で
ある。
　以下、本実施形態の太陽熱発電装置の構成について、太陽熱発電のプロセスに沿って順
次説明していく。
【００１４】
（加熱部）
　太陽光はエネルギー密度が低いため、集光して熱に変換（すなわち、集熱）する、集光
型太陽熱発電（ＣＳＰ：Concentrated Solar Power）が広く採用されており、本実施形態
もこの集光型太陽熱発電を採用している。
　したがって、溶融塩を加熱する加熱部１０では太陽光を集光して溶融塩を加熱すること
が好ましい。
【００１５】
　本実施形態の加熱部１０はパラボラ・トラフ型であって、樋状に伸び、断面が放物線形
状の集光反射鏡１０ａと、放物線の各焦点近傍位置（各断面における放物線の焦点近傍を
結んだ直線位置）に配置された導管１０ｂと、を有する。集光反射鏡１０ａによって反射
された太陽光は、導管１０ｂの位置に集光され、熱に変換されることで導管１０ｂの内部
を流動する溶融塩を加熱する。
【００１６】
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　パラボラ・トラフ型はその構造が単純であるためコストを抑えられ、且つ、高度な集光
技術を要しないことから容易に優れた集光を達成できる。また、これらの理由からパラボ
ラ・トラフ型は太陽熱発電装置において数多くの実績があり、信頼性の面でも優れる。
【００１７】
　なお、本発明において加熱部はパラボラ・トラフ型に限定されるものではなく、溶融塩
を太陽熱により充分に加熱できるものであれば特に制限はない。したがって、パラボラ・
トラフ型以外にも、例えば、リニア・フレネル型、タワー型、ディッシュ型等、他の周知
慣用されているものを用いてもよく、あるいはこれらを併用してもよい。
【００１８】
　図１に示す本実施形態の加熱部１０は、８つの集光反射鏡１０ａおよび各集光反射鏡１
０ａに共通の導管１０ｂからなる構成である。ただし、本発明においてパラボラ・トラフ
型の加熱部はこの構成に限られるものではなく、例えば、任意の数の集光反射鏡を備える
加熱部であってもよく、また、任意の配管構成の導管を備える加熱部であってもよい。
【００１９】
　加熱部１０では、従来のオイルを加熱媒体として用いる際の上限温度である４００℃よ
りも高温に溶融塩を加熱する。加熱部１０における溶融塩の加熱温度については、熱分解
等による溶融塩の不可逆変化によって溶融塩の性能の劣化が生じない温度である限り特に
制限はないが、高温であるほど高効率な発電となるため好ましい。ただし、導管１０ｂな
ど装置自体の耐熱性、発電効率およびコスト等のバランスを考えて加熱温度を決定する必
要がある。
　本実施形態における加熱部１０では、溶融塩を５００℃以上、好ましくは５００℃以上
６００℃以下、より好ましくは５４０℃以上５６０℃以下に加熱する。
【００２０】
　導管１０ｂは、低温蓄熱槽２０と高温蓄熱槽２２とを、加熱部１０の集光位置を介して
連結するものであって、低温蓄熱槽２０内に貯留される溶融塩を、導管１０ｂ内を流動さ
せて高温蓄熱槽２２まで導くことができる。
【００２１】
（溶融塩）
　太陽熱発電装置では、硝酸塩系溶融塩がその安全性、安定性およびコスト面などにおい
て優れており、溶融塩として広く採用されている。硝酸塩系溶融塩を用いると、従来のオ
イルを加熱媒体とするよりも高温に加熱することが可能となり、高温の蒸気が得られるた
め、高効率な太陽熱発電が実現できる。加熱媒体としてオイルを用いた太陽熱発電の場合
、４００℃を超えるような高温に加熱すると、長期にわたる利用において分解が生じて性
能が劣化してしまうが、硝酸塩系溶融塩を用いた場合、長期にわたり４００℃を超える高
温の利用に供しても分解による性能の劣化が生じない。
【００２２】
　本実施形態では、溶融塩として硝酸ナトリウムと硝酸カリウムとの混合物を用いている
。ただし、本発明はこれに何ら限定されるものではなく、太陽熱発電装置における蓄熱媒
体および加熱媒体として利用可能なものであれば特に制限はない。
　硝酸塩系溶融塩としては、硝酸ナトリウムと硝酸カリウムとの２成分系混合物の他、こ
れに硝酸リチウム等を加えた３成分系、４成分系なども知られており、本発明においてい
ずれも採用することができる。
【００２３】
　硝酸ナトリウムと硝酸カリウムとからなる２成分系溶融塩の場合、その融点は２３０℃
程度であり、実際の稼働環境下においては溶融塩の固化防止対策として融点よりもさらに
４０～５０℃高い温度となるように系内が制御されている。冬場の夜間などにおける固化
防止のための熱エネルギーの消費を抑えるために、溶融塩は融点が低いことが好ましい。
ただし、その安全性、安定性、稼働温度における粘度およびコスト面などを考慮して溶融
塩を選ぶ必要がある。
【００２４】
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（低温蓄熱槽、高温蓄熱槽）
　本実施形態における太陽熱発電装置１００は、低温蓄熱槽２０と高温蓄熱槽２２とを備
える。すなわち、本実施形態における太陽熱発電装置１００は、低温の溶融塩と高温の溶
融塩とを２槽に分けて貯留し、それぞれを独立して供給可能である２槽式の蓄熱部を具備
する。ただし、本発明における蓄熱部はこの２槽式に限られるものではなく、低温の溶融
塩と高温の溶融塩とを独立して供給可能であれば如何なる構成であってもよい。
　２槽式以外の蓄熱部としては、例えば単槽式の蓄熱部が挙げられる。単槽式の蓄熱部で
は、単一の槽内の上部において高温の溶融塩を貯留し、下部において低温の溶融塩を貯留
し、それぞれを独立して供給可能な構成となっている。
【００２５】
　本実施形態において、溶融塩は低温時には低温蓄熱槽２０に貯留されている。そして、
この低温蓄熱槽２０に貯留されている溶融塩が、導管１０ｂで集光反射鏡１０ａから太陽
熱エネルギーを受けて高温となる。高温となった溶融塩は、本実施形態ではすべて高温蓄
熱槽２２に貯留される。
【００２６】
　低温蓄熱槽２０および高温蓄熱槽２２は、溶融塩を貯留可能なものであれば特に制限は
ない。本実施形態における低温蓄熱槽２０および高温蓄熱槽２２は、２７０℃程度の低温
状態から５００℃以上の高温状態を遷移する溶融塩を貯留可能で、断熱性、耐熱性および
耐久性を備える槽形状のものである。また、低温蓄熱槽２０および高温蓄熱槽２２は、予
期せぬ溶融塩の固化が生じたとしても破損等が生じない機械的強度を備えることが特に好
ましい。
【００２７】
（過熱器）
　過熱器３２は、加熱媒体（溶融塩）と蒸気との熱交換によって過熱蒸気を生成し、この
過熱蒸気を後述する高圧タービン３６に供給するものである。
　過熱器３２には高温の溶融塩が高温蓄熱槽２２から供給される。なお、本実施形態では
高温の溶融塩が高温蓄熱槽２２から過熱器３２に供給される構成である。
　また、過熱器３２には蒸気発生器３０で発生した蒸気（水蒸気）が供給される。
　そして、この蒸気が高温の溶融塩との熱交換によって加熱され、過熱蒸気が生成する。
一方、熱交換により熱を放出した溶融塩は、蒸気発生器３０に送られる。
【００２８】
（蒸気発生器）
　蒸気発生器３０は、詳細を後述する復水器４０から供給された水を加熱して蒸気を発生
させ、この蒸気を過熱器３２に供給するものである。
　復水器４０から供給された水は、蒸気発生器３０内において過熱器３２から排出された
溶融塩および後述する再熱器３４から排出された溶融塩との熱交換によって加熱されて蒸
気となり、過熱器３２に供給される。
　一方、熱交換により熱を放出して低温状態となった溶融塩は、低温蓄熱槽２０に送られ
る。
【００２９】
（高圧タービン）
　高圧タービン３６は、過熱器３２から供給された過熱蒸気によって駆動される。すなわ
ち、高圧タービン３６が備えるタービン翼が過熱蒸気の仕事によって回転し、ジェネレー
タＧで電力が発生する。仕事をした後の過熱蒸気は、中間排出蒸気として後述する再熱器
３４に排出される。
　また、本実施形態の高圧タービン３６では、その内部から一部の蒸気が抽気され、不図
示のプレヒータに排出される。この抽気された蒸気の熱がプレヒータにおいて利用される
ことで、発電効率を高めることができる。
【００３０】
（再熱器）
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　再熱器３４は、加熱媒体（溶融塩）と中間排出蒸気との熱交換によって再熱蒸気を生成
し、この再熱蒸気を後述する低圧タービン３８に供給するものである。
　再熱器３４には高温の溶融塩が高温蓄熱槽２２から供給される。なお、本実施形態では
高温の溶融塩が高温蓄熱槽２２から再熱器３４に供給される構成である。
　また、再熱器３４には高圧タービン３６から排出された中間排出蒸気が供給される。
　そして、この中間排出蒸気が高温の溶融塩との熱交換によって加熱され、再熱蒸気が生
成する。一方、熱交換により熱を放出した溶融塩は、蒸気発生器３０に送られる。
　なお、本実施形態では高温蓄熱槽２２から供給された溶融塩が分岐し、過熱器３２およ
び再熱器３４のそれぞれに供給されている。
【００３１】
（低圧タービン）
　低圧タービン３８は、再熱器３４から供給された再熱蒸気によって駆動される。すなわ
ち、低圧タービン３８が備えるタービン翼が再熱蒸気の仕事によって回転し、ジェネレー
タＧで電力が発生する。仕事をした後の再熱蒸気は、排出蒸気として後述する復水器４０
に排出される。
　また、本実施形態の低圧タービン３８では、その内部から一部の蒸気が多段的（４段）
に抽気され、例えば不図示の熱交換器等に排出される。この抽気された蒸気の熱が熱交換
器等において利用されることで、発電効率を高めることができる。
【００３２】
（復水器）
　復水器４０は、低圧タービン３８から排出された排出蒸気を冷却して凝縮し、水に戻す
ことにより背圧を下げて出力を稼ぐために設けられるものである。この水は蒸気発生器３
０に供給され、再び発電の用に供される。
【００３３】
（循環手段）
　上述した水や各種蒸気は、水／蒸気循環路内に適宜配設されたポンプなどの循環手段（
不図示）によって太陽熱発電装置系内を循環する。
　また、溶融塩は、溶融塩循環路内に適宜配設されたポンプなどの循環手段（不図示）に
よって太陽熱発電装置系内を循環する。
【００３４】
（再熱蒸気温度検出器）
　再熱蒸気温度検出器（不図示）は、再熱器３４から排出され、低圧タービン３８に供給
される再熱蒸気の温度を検出する。したがって、再熱蒸気温度検出器は再熱器３４出口と
低圧タービン３８入口との間の経路に設けられている。
　再熱蒸気温度検出器の設置位置は、再熱蒸気の温度を精度よく検出できる位置であれば
、再熱器３４出口と低圧タービン３８入口との間の経路のうち、いずれの箇所であっても
よい。本実施形態では、低圧タービン３８入口付近に複数個の再熱蒸気温度検出器が設け
られ、それぞれにおいて再熱蒸気の温度を検出している。
　この再熱蒸気温度検出器は、再熱蒸気の温度を検出可能なものであれば特に制限はなく
、如何なる温度検出方式を採用するものであってもよい。
【００３５】
　再熱蒸気温度検出器が再熱蒸気の温度を検出するタイミングについて特に制限はないが
、太陽熱発電装置１００が何らかの異常を来したことを常に検知することができるように
、本実施形態では温度検出を常時（連続的に）行っている。ただし、本発明はこれに限ら
れるものではなく、例えば、低負荷運転時のみ再熱蒸気の温度を検出してもよい。
　再熱蒸気温度検出器が検出した再熱蒸気の温度は、後述する再熱器溶融塩量制御部に送
られる。
【００３６】
（低負荷運転）
　太陽熱発電装置は、通常、定格負荷に対して１００％の負荷において通常運転を行い、
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発電する。
　しかしながら、例えば、太陽光照射量が必要量に満たず高温の溶融塩の供給量が不足す
る場合や、電力の需要量が少なく外部に電力を送れない場合など、必要に応じて太陽熱発
電装置の負荷を低くして低負荷運転を行う。
　太陽光照射量が必要量に満たない雨天・曇天日や夜間など、高温の溶融塩の供給量が不
足する場合には、そのまま通常運転を行うと貯留していた高温の溶融塩が全て低温になり
、最終的には太陽熱発電装置内において固化してしまう。そこで固化防止のため、太陽光
照射量が増加するまで低負荷運転を行って高温の溶融塩の消費量を抑制することがある。
　また、電力をあまり多く消費しない早朝や深夜など、電力の需要量が少なく外部に電力
を送れない場合には、そのまま通常運転を行うことができないため、電力の需要量が増加
するまで低負荷運転を行うことがある。
　一般的に太陽熱発電装置では、通常運転と低負荷運転とを切り替えて発電を行っている
。
【００３７】
　ところで、太陽熱発電装置１００は、定格負荷（すなわち、１００％負荷）であると最
も発電効率がよく、低圧タービン３８からの排出蒸気温度が高温化することなく良好に発
電を行える。しかしながら、非常に高温となる溶融塩を加熱媒体として循環させる太陽熱
発電装置１００の場合、低負荷運転の際には低圧タービン３８からの排出蒸気温度が上昇
し、タービン翼の破損などの不具合を招く。
　そこで本実施形態では、所定の割合以下の負荷である低負荷運転の際、低圧タービン３
８からの排出蒸気温度が過度に上昇しないように、後述する再熱器溶融塩量制御工程（再
熱器溶融塩量制御部）によって、再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを制御する。
【００３８】
　ここで、本実施形態における低負荷運転とは、太陽熱発電装置１００の定格負荷の２５
％以下の負荷である運転状態をいう。ただし、負荷が低すぎる場合は太陽熱発電装置１０
０の運転に支障を来すため、許容最低負荷以上で運転する必要がある。許容最低負荷とは
、太陽熱発電装置を運転する上で最低限必要とされる負荷である。
【００３９】
　本実施形態では、好ましくは５％以上２５％以下、より好ましくは５％以上２０％以下
、特に好ましくは７％以上１５％以下の負荷で低負荷運転を行う。
　ただし、本発明はこれらに何ら限定されるものではない。太陽熱発電装置の定格負荷お
よび許容最低負荷は装置固有の値であるため、当該装置に応じた所定の割合の負荷での低
負荷運転を行うことが最も好ましい。
【００４０】
（再熱器溶融塩量制御部、再熱器溶融塩量制御工程）
　再熱器溶融塩量制御部は、低負荷運転時において、再熱蒸気温度検出器から出力される
再熱蒸気の温度を取得し、再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを制御して、再熱蒸気の
温度が４５０℃以下となるようにする。本実施形態における再熱器溶融塩量制御部は、低
負荷運転時において、再熱蒸気の温度が４５０℃を超える場合、再熱蒸気の温度が４５０
℃以下となるように再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを減少させる。再熱蒸気の温度
は、４５０℃以下となることが好ましく、３７０℃以上４３０℃以下となることがより好
ましい。
【００４１】
　低負荷運転時において低圧タービン３８に供給される再熱蒸気の温度が４５０℃以下と
なることで、低圧タービン３８内が高温になり過ぎることがなく、低圧タービン３８のタ
ービン翼の破損を防ぐことができる。また、過熱器３２および再熱器３４に供給される溶
融塩自体の温度は下がっていないため、過熱蒸気の温度が５００℃以上に保たれたままと
なるため、発電効率の低下が抑えられ、高効率な発電が行われる。
【００４２】
　なお、必要以上に再熱蒸気の温度を低下させることは、低圧タービン３８の発電効率を
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低下させるため好ましくない。低圧タービン３８のタービン翼の破損のリスクを充分に低
減し得る程度に低圧タービン３８の排気温度が低くなることは必要であるため、再熱蒸気
の温度は４５０℃以下とした上で、高い発電効率を得るべく、再熱蒸気の温度を高く維持
することが特に好ましい。より具体的には、太陽熱発電装置１００の型式や低圧タービン
３８の型式、運転の負荷率等を考慮し、低圧タービン３８のタービン翼の破損のリスクを
回避しつつ、高い発電効率が得られるような再熱蒸気の温度となるように、溶融塩の量Ｍ
ｒを制御することが特に好ましい。
【００４３】
　また、再熱器溶融塩量制御部は、再熱蒸気温度検出器から出力される再熱蒸気の温度に
加えて、他の温度も取得し、再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを制御してもよい。例
えば、低圧タービン３８出口から排出される蒸気の温度を検出可能な温度検出器から出力
される温度を取得し、再熱蒸気温度検出器から出力される再熱蒸気の温度と共に制御因子
として用いて、再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを制御してもよい。
【００４４】
（太陽熱発電装置全体における溶融塩の量の制御）
　太陽熱発電装置１００では、その発電量から太陽熱発電装置１００において用いられる
蒸気量が決まり、蒸気量が決まると、必要とされる高温の溶融塩の量、即ち、過熱器３２
および再熱器３４に供給する溶融塩の総量Ｍｔが決まる。
　また、前述したとおり、低負荷運転時においては再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒ
が再熱器溶融塩量制御部によって決まる。
　したがって、過熱器３２および再熱器３４に供給する溶融塩の総量Ｍｔから再熱器３４
に供給する溶融塩の量Ｍｒを引いた差分（Ｍｔ－Ｍｒ）が、過熱器３２に供給する溶融塩
の量Ｍｓとなるため、低負荷運転時における太陽熱発電装置１００全体の溶融塩の供給（
循環）制御が決まる。
【００４５】
　一方、通常運転時においては、再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒは理論的に決まる
ため、再熱器溶融塩量制御部による制御によらず、自ずと決まる。
【００４６】
（その他の構成）
　本発明に係る太陽熱発電装置では、以上述べた各構成に加え、太陽熱発電装置において
周知慣用されている構成を備えていてもよい。
【実施例】
【００４７】
　以下、シミュレーションによる実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明
はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。
【００４８】
（実施例１、比較例１～２、参考例１）
　実施例１、並びに比較例１～２および参考例１では、図１に示す太陽熱発電装置におけ
る太陽熱発電のシミュレーションを行った。
【００４９】
　比較例１は、太陽熱発電装置１００の定格負荷に対して１０％負荷の低負荷運転の状態
である。比較例１では、溶融塩の温度自体を低下させることで高圧タービン入口の温度（
過熱蒸気の温度）および低圧タービン入口の温度（再熱蒸気の温度）を下げる制御を行っ
た。
　比較例１では、低圧タービン３８出口の蒸気の温度が５３．８３℃であった。また、こ
の比較例１における発電効率を基準値として、後述する比較例２および実施例１の発電効
率を評価した。
【００５０】
　比較例２では、太陽熱発電装置１００の定格負荷に対して１０％負荷の低負荷運転の状
態である。比較例２では、比較例１のように溶融塩の温度を低下させることなく、従来と
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同様に、目標とする蒸気流量を指標として再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを制御し
た。
　比較例２では、発電効率は比較例１に対して約２．９５％増加したが、低圧タービン３
８出口の蒸気の温度が１２６．８０℃であり、実用に耐え得る温度ではなかった。
【００５１】
　実施例１では、再熱蒸気の温度を指標として再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍｒを制
御する、上述した再熱器溶融塩量制御工程に従って制御を行った。すなわち、低圧タービ
ン３８入口の再熱蒸気の温度が４００℃となるように再熱器３４に供給する溶融塩の量Ｍ
ｒを制御した。
　実施例１では、低圧タービン３８出口の蒸気の温度が５３．８３℃であった。実施例１
では、低圧タービン３８出口の蒸気の温度が低かったため、長期にわたる使用においても
タービン翼の破損などのおそれがない。また、実施例１では比較例１に対して発電効率が
約０．９１％増加し、発電の高効率化が達成できた。
【００５２】
　参考例１は、太陽熱発電装置１００の定格負荷での運転状態（１００％負荷）、すなわ
ち通常運転状態である。
　参考例１では、低圧タービン３８出口の蒸気の温度が４１．０７℃であった。通常運転
状態である参考例１では、低圧タービン３８出口の蒸気温度が低かったため、長期にわた
る使用においてもタービン翼の破損などのおそれがない。
【００５３】
　以上のように、本発明に係る太陽熱発電装置の制御方法および太陽熱発電装置によれば
、低負荷運転時において、再熱蒸気の温度を指標として再熱器に供給する溶融塩の量を制
御することで、低圧タービンからの排気温度の上昇を防ぐことができ、尚且つ、高圧ター
ビンに供給される過熱蒸気の温度の低下を招くことがない。したがって、本発明に係る太
陽熱発電装置の制御方法および太陽熱発電装置によれば、コストアップを招くことなく排
気温度の上昇を抑制して耐久性を向上させると共に、高効率な発電が達成できることがわ
かった。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　　加熱部
　２０　　低温蓄熱槽
　２２　　高温蓄熱槽
　３０　　蒸気発生器
　３２　　過熱器
　３４　　再熱器
　３６　　高圧タービン
　３８　　低圧タービン
　４０　　復水器
１００　　太陽熱発電装置
　　Ｇ　　ジェネレータ
　Ｍｒ　　再熱器に供給する溶融塩の量
　Ｍｓ　　過熱器に供給する溶融塩の量
　Ｍｔ　　過熱器および再熱器に供給する溶融塩の総量
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